
昭
和
三
十
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
八
号

鉱
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
鉱
業
権
の
設
定
の
手
続
等
に
関
す
る
省
令

鉱
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
附
則
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
鉱
業

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
鉱
業
権
の
設
定
の
手
続
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
ウ
ラ
ン
鉱
ま
た
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
）

第
一
条
　
鉱
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
鉱
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通

商
産
業
省
令
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
願
書
に
、
同
項
に
規
定
す
る
区

域
図
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
通
商
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ウ
ラ
ン
鉱
ま
た
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
の
掘
採
事
業
の
現
状
を
記
載
し
た
書
面

二
　
法
の
施
行
の
日
の
六
月
以
前
か
ら
引
き
続
き
ウ
ラ
ン
鉱
も
し
く
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
を
掘
採
し
て
い
る
者
ま
た
は

そ
の
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２
　
前
項
の
区
域
図
に
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
掘
採

区
域
と
鉱
業
出
願
地
と
の
関
係
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
願
書
に
、
同
項
に
規
定
す
る
区
域
図
の
ほ
か
、
法
の
施
行
の
日
の
一
年
以
前
か
ら
引
き
続
き
ウ
ラ
ン
鉱

も
し
く
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
の
取
得
を
目
的
と
す
る
土
地
の
使
用
に
関
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
者
ま
た
は
そ
の
承
継

人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
通
商
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
区
域
図
に
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
土
地

の
区
域
と
鉱
業
出
願
地
と
の
関
係
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
願
書
に
、
同
項
に
規
定
す
る
区
域
図
の
ほ
か
、
土
地
登
記
簿
の
謄
本
（
未
登
記
の
土
地
に
つ
い
て
は
、

土
地
台
帳
の
謄
本
）
を
添
え
て
、
通
商
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
区
域
図
に
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
所
有
し
て
い
る
土
地
の
区
域
と
鉱

業
出
願
地
と
の
関
係
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
申
請
）

第
四
条
　
法
附
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
、
平
面
図
及
び
断
面
図
に
分
け
て
作
成
し
た
鉱
床
の
関
係
図
並
び
に
そ
の
説
明
書
並
び
に
重
複
鉱

区
の
鉱
業
権
者
と
協
議
し
た
経
過
を
記
載
し
た
書
面
（
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

書
）
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
重
複
鉱
区
の
鉱
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
当
該
鉱
区
及
び
重
複
鉱
区
の
所
在
地

四
　
当
該
鉱
業
権
及
び
重
複
鉱
区
の
鉱
業
権
の
登
録
番
号

五
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
重
複
鉱
区
の
鉱
業
権
者
の
数
に
応
じ
た
部
数
の
申
請
書
の
副
本
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
に
、
法
の
施
行
の
際
、
ウ
ラ
ン
鉱
若
し
く
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
を
掘
採
し
て
い
る
者
又
は
ウ
ラ
ン
鉱
若

し
く
は
ト
リ
ウ
ム
鉱
の
取
得
を
目
的
と
す
る
土
地
の
使
用
に
関
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
者
か
ら
代
償
を
受
け
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
、
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
（
未
登
記
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
台
帳
の
謄
本
）
、

土
地
の
区
域
図
及
び
鉱
業
権
者
と
協
議
し
た
経
過
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
経
済
産
業
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
土
地
の
所
在
、
地
目
及
び
面
積

三
　
鉱
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四
　
関
係
鉱
業
権
の
鉱
区
の
所
在
地
及
び
面
積

五
　
鉱
業
権
の
登
録
番
号

六
　
申
請
の
目
的
及
び
理
由

２
　
前
項
の
土
地
の
区
域
図
に
は
、
所
有
し
て
い
る
土
地
の
区
域
と
関
係
鉱
業
権
の
鉱
区
と
の
関
係
を
明
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
関
係
鉱
業
権
者
の
数
に
応
じ
た
部
数
の
申
請
書
の
副
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
条
　
規
則
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
五
項
で

準
用
す
る
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

に
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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